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安心してこどもを生み育てていくために子育て子育て Childcare

　市では、多子世帯の経済的負担を軽減するため、第
２子以降の児童生徒がいる保護者に対し、給食費を
補助します。　
対象　�市内在住で、公立の小中学校または公立の特

別支援学校小学部・中学部に就学する第２子
以降の児童生徒の保護者

申込　電子申請にて申込
※詳しくは、市 をご覧ください。

　市では、４月から子育て世帯の保育料負担軽減の
ため、第３子以降に加え、新たに第２子の保育料を
無償化します。
対象　次のすべてに該当する児童　　
①�市内在住で令和４年４月２日以降に生まれ、教育・
保育施設（保育所、認定こども園、地域型保育施設）
に通っている児童
②�上の兄姉の年齢に関わらず、家庭で養育しているこ
どもから年齢順で数えて、２番目に該当する児童
申込　�教育・保育施設の入所申込みの際に、合わせ

て申込
※詳しくは、市 をご覧ください。

低所得の妊婦に対する初回産科受診費用を助成します

第２子の保育料を無償化します

あたまとからだの体操遊び教室

保育施設例月入所の申込締切が変更 児童扶養手当・特別児童扶養手当　手当額の変更

第２子以降の給食費補助制度

★こども家庭センター☎71-４５０２

★保育課☎ 25- １１２８

★日の出児童センター☎21-０４２０

★保育課☎25-１１２８ ★子育て支援課☎25-１１３０

★学校教育課☎25-１１４９
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　経済的な事情のある方が、妊娠判定を受けるための
初回産科受診費用を助成します。
対�象　�妊娠判定検査のため、令和７年４月１日以降に

初めて産科受診をした日において、市内在住で
次のいずれかに該当する方

①�市町村民税（当該年度の市町村税が確定していない
場合、前年度の市町村税）が非課税である世帯に属
すること
②�生活保護法による被保護世帯に属すること
③その他市長が認める者
※他の地方公共団体から同様の費用について助成を受
けた方は対象外。
※助成対象者が、妊娠期から育児期に必要な支援を受
けることに同意することを要件とします。
助成内容　�１回の妊娠につき１万円（上限額。１年度

に２回まで）

申込　�次の書類を直接こども家庭センターへ
•�本庄市低所得妊婦初回産科受診料助成金交付申請書
兼請求書（窓口及び市 で配付）
•�初回産科受診に係る医療機関が発行する領収書・診
療明細書
•申請者の預貯金通帳
•�世帯全員の住民税非課税証明書（１月１日時点の住
民登録が本庄市外にある場合のみ）
※初回産科受診日から６か月以内に申請してください。
詳しくは、市 をご覧ください。

　みんなで楽しくあたまとからだを鍛えましょう。付
き添いの保護者も参加できます。
日時　４月26日㈯　午後２時～３時
会場　日の出児童センター
講師　入　美由紀　先生　対象　小学生
定員　15名（先着順）� 費用　無料
用意　�運動する服装、上履き、汗拭き用タオル、飲

み物
申込　�４月 12日㈯午前９時から電話または直接日の

出児童センターへ
※詳しくは、市 をご覧ください。

　教育・保育施設（保育所、認定こども園、地域型
保育施設）の例月入所の申込締切日が次のとおり変
更となりました。

変更前：�こどもを入所させたい月の前月 15日（15
日が土・日・休日の場合は前倒し）

変更後：�こどもを入所させたい月の前月 10日（10
日が土・日・休日の場合は前倒し）

※市外の保育施設入所を希望する場合は、本市の受付
締切日に関わらず、希望先保育施設を管轄する市町村
へ、事前に受付日や必要書類等をよくご確認のうえ、
余裕をもって保育課または支所市民福祉課で手続き
をお願いします。
※詳しくは、市 をご覧ください。

　令和７年４月からの児童扶養手当・特別児童扶養
手当の額は次のとおりです。

児童扶養手当 月額

こどもが１人の場合
全部支給：46,690 円
一部支給：46,680 円～ 11,010 円

こどもが２人目以降
加算額

全部支給：11,030 円
一部支給：11,020 円～ 5,520 円

特別児童扶養手当 月額
１級 56,800 円
２級 37,830 円

※詳しくは、市 をご覧ください。

おいしい給食
いただきます！

児童扶養手当
について

特別児童扶養
手当について

　市公式Instagramでは、市の魅力
やイベント等の情報を写真や動画で
発信しています。
　ぜひフォローして最新の情報をチ
ェックしてください！

本庄市公式 Instagram
　　　　　　　　　  をご存じですか

魅力

満載！

市Instagram


